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（午後 ６時３３分 開会） 

○田中委員 皆さん、こんにちは。 

  定刻になりましたので、これより平成３０年度第３回目の東京都医療的ケア児支援関

係機関の連絡会を開会したいと思います。 

  本日は、年度末のお忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございます。 

  まず最初に、委員の出席状況についてお伝えいたします。本日の委員の出席について

でございますけれども、まず、世田谷区の課長であります竹花委員が欠席となってご

ざいまして、あと都立光明学園の校長であります田村委員がちょっと遅れているとい

う状況にございます。 

  あと、庁内の関係の幹事の状況でございますけれども、まず医療政策部の久村課長が

欠席という形でございまして、また、保健政策部の武田課長も欠席と。あと、障害者

施策推進部の八木課長も欠席でございまして、あと少子社会対策部の佐瀬課長も欠席

というような状況でございます。 

  あと、同じく少子社会対策部の柳橋課長も欠席ということになっておりますけれども、

後で課長代理が出席予定となっておりますので、ちょっと遅れている状況でございま

す。 

  東京都のほうの課長は欠席というような状況が多いんですけれども、この時期、議会

の開会中ということもございますので、申し訳ございません。 

  それでは、次に、配付資料の確認をしたいと思います。 

  お手元の資料をご確認ください。まず、次第がございます。次に、資料１といたしま

して、平成３０年度第３回の、今回のこの連絡会の委員名簿という形になってござい

ます。資料２に行きまして、この連絡会の設置要項がございます。次に、報告をいた

だける資料になりますけれども、大田区における医療的ケア児・者の地域生活を支え

る支援の資料がついてございます。次に、同じく報告をしていただきます、ほわわ世

田谷の実践の資料がございます。あと、資料５になりますけれども、医療的ケア児支

援者育成研修、またコーディネーター養成研修の関連資料となってございます。次に、

資料６、医療的ケアが必要な障害児への支援についてということになってございます。 

  次に、参考資料という扱いになりますけれども、教育庁からの東京都教育委員会の医

療的ケアに関する取組の紹介『つなぐ、学ぶ。』ということで、カラーの資料となっ

てございます。 

  次に、同じく福祉保健局の少子社会対策部からの医療的ケア児保育支援モデル事業と

いう資料がついてございます。 

  確認いただきまして、落丁等がありましたら、手を挙げて教えていただければと思い

ます。大丈夫ですかね。 

  それでは、本日の連絡会の議題でございますけれども、次第をご覧いただきたいと思

います。 
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  まず、意見交換といたしまして、医療的ケア児の地域生活を支える支援についてとい

うことで、現状の把握と今後の支援に向けた情報交換といたしまして、最初に、行政

の取組として、大田区福祉部の酒井障害福祉課長から報告をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

  次に、児童発達支援の実践についてということで、ほわわ世田谷の管理者でございま

す、委員の瀬委員からご報告をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

  その後、本連絡会も、開催いたしまして、２年という状況でございます。各委員から

も、この間に各自のお立場から見える変化ですとか、事業所での新たな取組等につき

まして、簡単にお話しいただければというふうに考えてございます。 

  最後に、情報提供といたしまして、研修の実施状況報告と次年度の事業の東京都にお

ける、特に障害者施策推進部における事業について、説明したいと思っております。 

  なお、本日の終了時刻でございますが、午後８時３０分を予定しております。皆様の

ご協力をお願いしたいと思います。 

  それでは、この後の進行につきましては、冨田会長にお願いしたいと思います。冨田

会長、よろしくお願いします。 

○冨田会長 どうも皆様、よろしくお願いいたします。 

  それでは、今ご紹介いただきました、早速、講演に移らせていただければと思うんで

すけれども、本日は大田区様の取組と、あと児童発達支援の取組についてということ

でご報告と、あと、その後に意見交換をさせていただければというふうに思っており

ます。 

  まず、大田区の福祉部障害福祉課長の酒井様から講演をいただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○酒井氏 皆様、こんばんは。ただいまご紹介にあずかりました大田区福祉部障害福祉課

長の酒井でございます。本日は貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございま

す。 

  これから、３０分ほど大田区における医療的ケア児・者の地域生活を支える支援とい

うことで、報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。着座にてご説明

させていただきます。 

  大田区といっても、多分、羽田空港と言ったほうが皆様にとってはなじみがあるかも

しれません。きょうは大田区の蒲田にある本庁舎というところから参りました。大田

区の概況でございますが、平成３０年４月１日時点で、面積につきましては６０．３

キロ平米、人口につきまして７２万６，０００人となっており、まだ人口は増えてい

る状況でございます。手帳所持者の人数等につきましては、記載の内容でございます。

地図に色分けをしている意味といたしましては、大田区の福祉圏域を示しております。

大森、調布、蒲田、糀谷・羽田という、この四つのところに、それぞれいわゆる福祉
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事務所機能を置いておりまして、そちらの福祉分野の窓口エリアということで、この

色分けをさせていただいているところでございます。糀谷・羽田地域というのは、こ

ちら、羽田空港側でございまして、海辺の雰囲気もございます。逆に調布地域は、田

園調布と言われる、いわゆる高級住宅街もございまして、本当にいろんな町の模様が

描かれる区でございます。 

  今、話をしました障がい分野の相談窓口というところで、我々、本庁舎にも障害福祉

課というのがございますけれども、基本的に障害福祉課は、障がい施策の立案等をす

るセクションでございます。個別のご支援につきましては、地域福祉課というところ

で、地図には記載した四つのエリアに色分けをさせていただいておりまして、そちら

で、身体障がい、知的障がい、精神障がい、あるいは難病の対応等の個別の支援を行

っております。資料には、主な対応サービスを記載させていただいております。 

  あと、同じく、保健所機能も同一エリアになっております。こちらも地域健康課とい

うところで、同じ庁舎の中に全て入っております。四つの地域健康課のほうで、子ど

もの予防接種から母子健康手帳交付等々が入っております。特に精神疾患がある方の

ご支援の個別の部分につきましては、やはり医療的な知識も必要になってまいります

ので、この地域健康課に保健師さんが配置をされており、精神障がい等の方のご支援

に地域福祉課と連携をしながら対応をさせていただいております。 

  あと、もう一つ、うちの区で特筆すべきところといたしまして、平成２７年に障がい

者総合サポートセンター、我々はちょっと長いので愛称をさぽーとぴあという名前で

呼ばせていただいておりますけれども、ちょうど大田区の、ど真ん中のエリアになる

ところなんですけれども、そちらに、基幹相談支援センターという機能を持ちました。

ここで言う総合というのは、いわゆる縦割りに対応するわけではなく、身体も知的も

精神もあらゆる障がいの方のご相談をここで一括して対応するという理念のもとに、

平成２７年に開始をさせていただいたものです。年間相談件数は、１万件を超えてき

ているというところで、着実な歩みを進めてきているところでございます。 

  さぽーとぴあの中にも幾つか部門がございます。ここの入り口のところで、さまざま

な障がい、さまざまなニーズがある方のご相談を一手にお受けする相談支援部門とい

うのを１階に配置をいたしまして、こちらで相談を対応させていただいております。 

  また、こちらに、意思疎通支援事業という手話通訳者の派遣の窓口も、ここで対応を

させていただいておりまして、大変ご好評をいただいているところでございます。 

  ２階が居住支援部門というところです。居住支援という名前から、住まいをイメージ

されるかもしれないんですが、基本的にこちらのセンターは、ここで相談をしていた

だいて、さまざまな機能を使い、あるいはさまざまなセクションとつながって、地域

生活を支えていくというような役割でございますので、こちらは、特にご家庭等に復

帰をされる際の機能訓練だったり、生活訓練といったようなものの配置をしておりま

す。生活訓練につきましては、障総法に基づきます精神疾患がある方の生活支援プロ
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グラム等も含めて、現在対応をさせていただいております。 

  ３階は、地域の方に、こちらの施設に来ていただいて、一緒にお互いを理解しながら、

今後の地域共生社会をつくっていきたいという思いから、障がいのある方の余暇活動

もそうなんですけども、地域の方にもご参画をいただければという思いを込めて、部

門を設置してございます。声の図書室という機能も置いておりまして、対応をさせて

いただいております。 

  その中で、いろいろな方にお越しをいただきたいということで、この間、さまざまな

スポーツ体験会であったり、あるいは映画上映会などを含めて、いろんな企画を、土

日に行わせていただいております。特に今、大田区でも、ことしから新しい「おおた

障がい施策推進プラン」という、いわゆる国の法定計画に基づくプランを動かしてお

りますけれども、今回、実はこのプランをつくる中で、地域のいろんな方のお話を聞

いたときに、障がいのある方の余暇というものをどうやって充実させていくかという

ようなことも、非常に大きなご意見もいただいておりましたので、今サポートセンタ

ーのほうで、こういった取組も充実をさせていただいております。 

  そして、４階は、障がい者就労支援センターということで、障がいのある方の就労に

関する相談や情報提供を行っております。こちらも、大田区は長い歴史を持っていま

して、以前から区内の就労系の施設さん、あるいはハローワーク、あとは障がいのあ

る方を雇用していただいている企業さんとネットワークを以前からつくっておりまし

て、障がいのある方の雇用就労等の取組を続けてきております。 

  毎年夏には、就労者激励会という、長く企業さん等で働いていらっしゃる障がい者の

方を激励する会をやらせていただいているんですが、この間は、毎年５００名前後の

障がいのある方も含めて、関係者の方も含めて集っていまして、皆さん、そこで勤続

３０年とか３５年表彰というものをもらうと、また今度５年に向けて、自分たちで、

またこの表彰をもらいに来るんだというような思いをいろいろお伝えいただいており

まして、大変、いい機会だなと思っております。 

  また、たまりばというのがあります。障がいのある方も、いろんなところでご活躍さ

れているんですが、やっぱり例えば我々もそうですけども、会社の中でちょっと嫌な

ことがあって、愚痴りたいんだけど、会社の中で、なかなか物を言えないようなとき

に、このたまりばというものを金曜日に月１回開いておりまして、皆さんが三々五々

集まってまいりまして、同じ仲間と、実は、きょう、こんなことがあったんだけどみ

たいなことを会話しながら、リフレッシュするようなものも取り組んでいるところで

ございます。 

  ５階は、地域の方にもできるだけお越しいただきたいし、また障がいのある方にもお

使いいただきたいというような集会室、多目的室を設けまして、活動をしていただく

場としているところでございます。 

  ここから、区の取組ということで、先ほどお話ししましたように、今年度から３カ年
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の計画、これは多分、どこの自治体さんも同じでございますけれども、うちといたし

ましては、これは「おおた障がい施策推進プラン」と位置づけさせていただいており

ます。３カ年の計画で、国のプランに基づきます三つの法定計画、障害者計画、障害

福祉計画、あと今回のプランから義務づけになっております障害児福祉計画分野と、

あと、うちの区は、もう一つ障がい児分野の中でも、このきょうの議題にもあります

医療的ケアの部分と双璧する課題として、発達障がいのある方のご支援というのも、

大きな課題でございますので、法定計画ではないんですが、平成２６年に発達障害児

支援計画という児者の支援計画というのを定めておりましたので、今回、こちらの計

画も一体に策定いたしまして、まさに障がい分野の総合的な計画ということで、現在、

取組をしているところでございます。 

  計画の目指す姿といたしましては、障がいのある方が地域で自分らしく安心して暮ら

せるまちをつくるという基本理念のもとに、三つの基本目標を定めております。そし

て、この基本目標等を達成するための取組の横断的な視点ということで、三つの視点

を記載させていただいております。この取組の視点につきましては、高齢の計画、上

位計画に位置づけられました地域福祉計画、それらの計画等を全て、包含した視点で、

この取組をしていこうという観点から、こういった三つの視点、特に大田区において

は、この間、松原区長が地域の皆さんのお力を生かして、さまざまな行政課題の解決

ということで、地域力による連携・協働という視点を一つ大きな柱に入れております。

また、今後障がい分野の中で、やはり生涯を通じた切れ目のない支援の達成というこ

とも含めて、今、取組を進めているところでございます。 

  この理念を実現するためにというところで、我々も含めて関係セクションの皆さん、

こういった関係機関等と、連携をしていきたいという思いを込めて、こちらの図を書

いてございます。一つ特徴的なところでは、ちょっときょうの議題とは外れるかもし

れませんけども、いわゆる障がいのある方の高齢化という課題も含めまして、福祉分

野の中で、地域包括支援センターというものにも位置づける今後の連携・協働を探っ

ていきたいと考えたところでございます。 

  また、地域力の中では、特に自治体、町会、あるいはＮＰＯ等を含めて、こういった

方々と連携をしながら、施策を進めていきたいというところで、こちらの図解をして

いるところでございます。 

  この中から、幾つか区の取組で、今回、特にこの関係する部分を含めて、ご説明をし

ていきたいと思っております。 

  一つは、日中活動の場の整備でございます。 

  先ほども手帳数が出ていたと思うんですけども、実は大田区、平成２４年から２８年

の５年間のいわゆる障がいをお持ちの方の推移というものを捉えているんですが、単

純に申し上げますと、毎年約１，０００人の何らかの障がいのある方がふえていると

いう状況が出ておりました。特にこの間、地域の中でともに暮らすという取組を進め
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ていく中で、障がいのある方が日中過ごせる場所の整備というものが喫緊の課題でご

ざいましたので、日中活動の場の整備を重点の課題に位置づけまして、現在、取組を

進めております。 

  その中で、特に柱の一つといたしまして、区内に１１カ所の区立施設があるんですけ

ども、今後、こちらの施設の機能等をどう生かしていくかということが、大変重要な

視点だというところで、現在、取組をしております。今、着実に進めているところが、

こちらの、上池台障害者福祉会館という区立区営の施設でございます。こちらの中に

ございました機能訓練事業を今年度末で廃止をさせていただきまして、そのスペース

を活用して、平成３２年度に向けまして、いわゆる重症心身障がい者の方がご利用で

きる、医療的ケアもできる事業の準備を進めていこうとしているところでございます。

あと、重度の障がいの方もふえておりますので、生活介護のサービスもふやしていく

取組を進めているのが、一つございます。 

  上池台障害者福祉会館は、多機能型施設でございまして、就労継続支援Ｂ型等の事業

も行っております。こういった自主生産品等の販売も行っておりますので、もし何か

皆様がお買い求めになられる機会がございましたら、ぜひご活用いただければという

ところでございます。 

  二つ目が、これは多分どこの自治体さんも今大きな課題になっているかと思うんです

けども、緊急時対応です。知的障がいの方等を含めて、やっぱり障がいのある方は、

ご家族のご支援のもとで地域での暮らしを支えているところが本当の現状でございま

す。ですけれども、この間、やはりご本人が、高齢化をしてまいりますと、親御さん

の高齢というのは避けて通れない問題でございまして、今この部分につきましても、

うちの区では喫緊の課題ということで位置づけているところでございます。 

  その中で、冒頭、ご説明を申し上げましたサポートセンターの中に、今月の３月２４

日ですけども、新しい機能を二つ追加させていただきます。 

  その一つが、短期入所事業でございまして、このサポートセンターの増築に伴いまし

て、重症心身障害児・者の方で、医療的ケアのある方を含めました短期入所事業を今

現在、最終準備段階に入っております。一応、今のところ、お部屋の数といたしまし

て１０名ご利用いただける機能を備えておりまして、運営につきましては、全国重症

心身障害児者を守る会さんに、委託をお願いいたしまして、今、最終準備をしている

ところでございます。この取組につきましては、本当に２３区の中でも、多分、先駆

的な取組ではないかなと思っておりますので、この機能を生かしながら、大田区の中

で医療的ケアのある方も含めて、受けとめを何とかやっていきたいというところが一

つの取組でございます。 

  あと、もう一つは、この事業の中で、もう一つの柱といたしまして、先ほどから何回

かお話をさせていただいておりますけれども、発達障がいの方の支援の部分でござい

ます。今まで乳幼児期と、あと成人期における相談等の機能につきましては、大田区
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が持っていたのですが、学齢期の部分につきましては、当然、学校教育でもされてい

るんですけども、いわゆる福祉的な部分のアプローチをできる機能がございませんで

した。こちらのに、診療所機能を併設しておりますので、発達障がいも診れるドクタ

ーに、発達障害の診察もしていただきながら、医学的なエビデンスに基づきまして、

個別の療育であったり、放課後デイサービスの支援につなげていく学齢期の発達障害

支援事業もあわせて行うというところでございまして、こちらも３月の開設を目指し

て最終準備に入っている状況でございます。 

  全体像といたしまして、右側の赤い線が入っていると思うんですけれども、こちら側

は平成２７年に改修いたしました。既存、便宜的にＡ棟というふうに言っておりまし

て、今度新しくこちらのＢ棟というところで、２階、３階で重症心身障害者の方も含

めてご利用できます短期入所、４階、５階は学齢期の発達支援事業の部分というとこ

ろでございます。 

  あと、１階に、地域交流カフェというものを、今予定をしておりまして、こちらは、

楽天ソシオビジネスさんに入っていただきまして、今までにないカフェのスタイルの

模索を今しているところでございます。 

  ここからは、医療的ケアの部分ともかかわってくる部分で、保健・医療の充実の分野

から何点かご説明したいと思っております。 

東京都さんの事業を使わせていただきまして、重症心身障がい者の方の在宅レスパ

イト事業を始めておりまして、３０年度から東京都さんの見直しもありましたので、

単位時間の変更等も含めて、今対応をさせていただいているところでございます。 

  同じく保育の分野でも、統合保育の充実ということで、区立保育園における医療的ケ

ア児の受け入れのモデル事業を大田区は、この３０年度から始めております。３０年

度は、区内の保育園の中の「いりあらい」と読むんですけれども、入新井保育園と仲

池上保育園で各１名ずつの医療的ケアのあるお子様を今受け入れております。 

  来年度は、もう一園、これは「しもだ」と読みますが、志茂田保育園というところで、

来年度開始をするということで、今もう最終準備に入っております。こちらで行いま

す医療的ケアにつきましては、保育園において、痰の吸引、経管栄養、導尿が必要な

児童の方ということで、そこに書いてあるような状態の方を受け入れて、取り組んで

いるところでございます。 

  こちらは、保育園での受け入れ状況です。導尿もケアの一つに入っておりますので、

実施園は、こういったいわゆる設備改修等をいたしまして、受け入れ準備をして、対

応をさせていただいております。 

  あと、経管栄養の環境というところで、準備をして、今も受け入れをさせていただい

ております。 

  それから、障害児支援体制の整備ということから、成果目標ということに位置づけら

れておりまして、その一つに、こちらの東京都さん、この会議体もそうなんでしょう
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けども、いわゆる障害児支援体制の整備の中で、保健、医療、福祉、保育、教育等の

関係機関による医療的ケア児支援のための協議の場を設置するということが、国の指

針となっておりまして、大田区も、今年度、２回、会議をさせていただいております。 

  うちの区は、先ほど冒頭に申し上げました取組の視点の中の切れ目のない支援という

観点から、こちらの会議体におきましては、医療的ケア児という、いわゆる１８歳で

切るのではなくて、それ以降の方々も含めてトータルに考えていきたいという思いか

ら、医療的ケア児・者支援関係機関会議という位置づけにして、現在、取組をしてい

るところでございます。 

  目的といたしましては、これ大体どこの自治体さんも同じだと思うんですけれども、

関係機関の皆様とさまざまな意見交換、情報交換、あるいは必要な連絡等を行う場と

して、現在、区も取組をしているところでございます。 

  委員の構成といたしましては、区長が委嘱する委員１１名ということで、学識経験者、

保健・医療、さまざまな関係者の方、１１名と区職員１０名で構成をしておりまして、

この場を通じまして、医療的ケア児・者及びその家族が必要とする情報などを提供で

きる体制、特に我々基礎自治体でございますので、何とか、この会議体の充実を図る

中で７３万という規模もなかなか大きいと思ってはいるんですが、それでも東京都さ

んと比べますと、やはりローカルな自治体ではございますので、何とかこの中で、顔

の見える体制をつくり込めるような会議運用を取り組んでいきたいという思いで、現

在、進めているところでございます。 

  会議の議題につきましては、今年度２回行いまして、第１回で区全体の取組の状況で

あったり、あるいは区内の医療的ケア児の方の状況というのは、どんなものかという

ものを、委員の皆さん等々、確認をさせていただきました。第２回におきましては、

委員からのご報告ということで、東京都の医療的ケア児コーディネーター養成研修の

研修講師を務められている方もうちの委員に入っておりましたので、そちらの方から

この研修の内容をお聞きしたり、あるいはうちの区内には、城南特別支援学校という

都立肢体不自由系の学校がございまして、今年度９月から医療的ケアの方の送迎のス

クールバスの運行を始めておりましたので、そちらの情報も提供をいただきました。 

  また、どういった今受け入れをしているのかということで、先ほど出ました入新井保

育園の受け入れ状況の見学等をさせていただいております。下にアスタリスクでマー

クをつけてございますが、会議資料、会議録につきましては、大田区のホームページ

で公開をしておりますので、もし興味、関心のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、

ごらんになっていただければと思います。 

  医療ケア児の状況把握というところで、今うちの区では、取組をしておりまして、た

だ、なかなか医療的ケアの細かい実態というのは、正直、把握が、難しいところがご

ざいます。今、さまざまな手帳情報等を含めて、あるいは保育園の例えば医療的ケア

というものがかかわっているお子さんの情報等を含めまして、区で把握できる情報を
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含めて、さまざまな確認を試みてまいりました。その把握できる情報につきましては、

こういった医療的ケアを抱えているお子さんがどれぐらいいるのかということを対象

にしながら、調査等を今も進めているところでございます。 

  その中で、区役所での把握人数というところで、今、我々が区内にはこれぐらいの方

がいるのではないかということで、これはあくまで区の情報として把握できた人数と

いうことでご理解いただきたいと思います。それについては、約６５名ぐらいの医療

的ケア児と言われる方については、いるということは、大体、確認はできております。

性別、あるいは年齢等につきましては、そちらの記載の状況でございます。こちらの

情報は、第１回の会議でもご説明を申し上げたんですが、特に医療機関の関係の先生

方等から、ちょっとこの数、少ないんじゃないのみたいなお話もいただいておりまし

て、その部分のご指摘につきましては、本当に、当然そうだなと思っております。い

わゆる医療機関等に入院されている方の情報等を含めて、なかなか、区では把握がで

きないのはございますし、我々、基本的によりどころといたしましては、いわゆる何

らかの手帳を持っている方をベースに検討せざるを得ない状況もございますので、こ

の部分の今後、情報をどうやってブラッシュアップさせていくかということにつきま

しては、大きな課題だと捉えているところでございます。 

  同じく、その方々の状況というところで、身障手帳の所持者数等の記載がしておりま

して、やはり障がいの重い方が比較的多くなっておりますので、１級をお持ちの方は

４１人、２級の方が９人ということで、先ほどの全体把握、今うちができている人数

の中では、全体の８割ほどがやはりこういった状況の方かなと。ただ、その一方で、

身障手帳、あるいは愛の手帳の所持等、持っていないという方もいらっしゃいまして、

１０人、ただし、これは全て未就学児というところで、ちょっとこの辺のところは、

動く要素が多分にあるのかなと考えてございます。また、大島分類の該当となる方は

１５人いらっしゃるかということでございます。この方々が実施している医療的ケア

というところで、これは多分全国の傾向とそれほど大きな差はないと思うんですが、

吸引をされていたり、経管栄養を使っていらっしゃる方、あるいは人工呼吸器をつけ

ていらっしゃる方、それなりにいるなというところでございまして、ちょっとここに

は書いていないんですが、年齢区分別で、見ていきますと、人工呼吸器をお使いにな

っている方が低年齢化するほど、人数が増えていくという傾向がございます。今後、

こういった方を地域でどう支えていくかということも、私たちとしても受けとめてい

かなければいけないと思っているところでございます。 

  ということで、我々も今年度会議を立ち上げて、走りながらやっているところでござ

いますし、まだまだ至らない部分も多々あるかと思いますけれども、せっかく立ち上

げた会議体でございますので、この会議体の中身をさらに充実させていきながら、

我々の思いとしましては、何とか、ここの関係の皆さんが、顔の見える関係をつくっ

て、１人でも医療的ケアを抱えている方のお立場、お気持ちに寄り添って支援できる
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ような体制を構築してまいりたいというところで、雑駁な説明で申しわけございませ

んけれども、大田区からの取組の報告とかえさせていただきます。 

  ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

○冨田会長 どうも酒井課長様、本当にありがとうございました。 

  本当にお話をお聞きしていて、大田区のすごく、この医療的ケアの動きが、ここ二、

三年の間で急激にということではあるんですけど、その以前から障害児者施策に対し

て、非常に積極的に関わってこられて、その上で、今、医療的ケアに対してもやって

いただいているということで、非常に先駆的なことをたくさんやられているなという

ふうに、非常に勉強になりました。 

  多分、ご質問、ご意見等はあると思うんですけれども、それは、また、これから瀬委

員のほうからご報告をいただきますので、それが終えてからという形でさせていただ

ければというふうに思います。 

  それでは、引き続きまして、瀬委員のほうから報告をお願いいたします。よろしくお

願いいたします。 

○瀬委員 今ご紹介あずかりました社会福祉法人むそうのほわわ世田谷の管理者をしてい

ます瀬と申します。よろしくお願いします。 

  きょうは、ほわわ世田谷のほうの実践をご報告できればと思っているんですけれども、

社会福祉法人むそうは、愛知県に法人本部があって、東京に出てくる、愛知に事業所

があって、その後、東京でも事業展開を始めたんですが、東京に来る前は、私も愛知

のほうで経験した後に、東京に来て、現在は、ほわわ世田谷の管理者をやっていると

いう状況です。 

  先にむそうの概要としましては、記載のとおりなんですが、今は愛知県と東京都内と、

あと宮城県に事業所があります。東京都内のほうは、墨田区と世田谷区、品川区で、

この４月に文京区でも事業を開始する予定になっています。 

  むそうの理念としては、どんなに障害が重たい人も地域で暮らせるようにしていきた

いということで、２４時間３６５日、必要な人に必要なときに必要なサービスを届け

たいということで、ずっと活動をしてきました。 

  実際のサービスとして、主にやっている機能がここに書いてある四つなんですが、一

つは育むというところで、きょうお話しさせていただく児童発達支援事業を中心とし

たほわわという事業と、二つ目の機能が働くというところで、障害のある方の生活介

護を、今のところは生活介護だけなんですけど、生活介護でもお店をやったりとか、

いろいろ活動をして、障害のある方が働くというところを支援していることと、三つ

目が住むというところで、障害のある方のグループホームをやっています。四つ目の

機能として、体験・社会参加ということで、ホームヘルプの事業、居宅介護だったり、

移動支援だったり、行動援護だったり、自宅に行ったり、外出したりという支援をや

っています。 
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  それぞれのエリアで全部やっているエリアもあれば、まだ一部分というところもある

んですけど、東京としても、東京はまず育むから始まって、社会体験、居宅介護の事

業を現在やっているところで、この４月からグループホームと、あと霞が関のほうで

カフェも始まるので、働くというところも始めていて、東京でも少しずつ事業が増え

ていく予定です。 

  きょうは、主に東京での医療的ケアが必要な子どもたちの支援をというところで、ほ

わわの説明をさせていただくんですが、先ほどもお伝えしたように、東京都内に、今、

ほわわの事業所が３カ所あります。医療と福祉の連携ということが、法人にとっても

すごく大きな課題となっていて、愛知でグループホームとかをやる中で、やっぱり、

みとりまでやっていきたいと思ったときに、医療と福祉の連携って必要だよねという

課題が法人としてもすごく大きくあったということと、あと大人の方を支援していく

中で、やっぱり、もっと子どものときから、小さいときから支援にかかわれていたら、

また違う成長があったのかなと思うことも多々あって、東京にお医者さんと看護師さ

んと出会いをきっかけに、ちょっとこういう医療的ケアのある子たちがたくさんいる

ということを知って、東京に、２０１３年に事業を始めました。 

  それぞれの建物としてはこんな感じなんですけど、ビルの一角でやっていたりとか、

テナントビルのワンフロアだけを借りて、ちょっとやっていたりとか、あと世田谷の

ほうは普通の住宅なんですけど、一軒家を借りて事業をやっています。その医療的ケ

アがある子たちを預かるというときに、その特別な大きな建物がないと預かれないと

いうことではなくて、別に小さくても普通のおうちでも預かれるというのも、また、

ちょっと一つのメッセージかなというのもあって、こういうところから始めています。 

  それぞれのほわわの利用状況、３月１日現在の登録人数を含めての利用状況なんです

が、定員５人の児童発達支援事業所なんですけれど、登録人数としては、大体どこも

二十七、八名ぐらいで、やはり毎日来れる子もいれば、週に１回とか月に何回という

子たちもいるので、ちょっと頻度は子どもによって、ばらばらなところもあるんです

けれど、それでも、まだ待っている方もたくさんいますが、登録としては、一応、二

十七、八名の方が登録していて、その定員５人の枠を埋めているという感じになって

います。 

  利用者さんの居住区としても、それぞれ、やはり近隣の区からも多々来ているという

のが現状で、やはり、なかなかこの医療的ケアのある子を預かる施設がないというこ

とで、割と遠くからも来て通っている方もいます。 

  あと、どういう医療的ケアがあるかとか、どういう障害の程度区分かということは、

特にうちとしては問わないので、その分、いろいろなタイプのいろいろな障害の、い

ろいろな病気の方が来るんですけれど、歩ける医ケアの子の数としては、そこら辺は

ちょっと地域性も出たり、事業所を始めた経緯とか、いろいろ重なってということも

あるんですが、割と世田谷は歩ける医療的ケアのある子たちも多い印象で、墨田のほ
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うは、割と歩ける子は少ないんですけれど、その分、医療的ケアは結構がっつりある

という感じにもなっていたりして、でも、そこも歩ける子もいれば、重症心身障害児

と言われる寝たきりの子も医ケアのある子もいれば、いろんなタイプの子がいるとい

うのが現状です。 

  そこら辺はお互いに動ける子は動ける子で、寝たきりの子を見つつ、感じることもあ

ったりとか、寝たきりの子も動ける子たちに踏まれないように音を察知しながら、成

長しているところもあるので、いろんな子がいて、関わることでお互いにいい刺激に

なっているかなと思います。 

  ほわわの方針としては、この四つを大きく取り上げているんですけれど、医療的ケア

があろうとなかろうと、普通の育ちをしっかり支えたいということと、ライフステー

ジをちゃんと見通して、今だけの支援ということではなくて、どんな大人になってい

くかなとか、どんな暮らしをしているかなということを、また本人の思いを中心にき

ちんと組み立てていくということと、あとは入院生活が長かったりとかして、発達が、

その環境によって遅れているということもあったりするので、そういうところの対応

もしっかりしていこうという方針でやっています。 

  ほわわ世田谷の事業所概要としては、登録人数とかは、先ほどお伝えしたとおりなん

ですが、定員５人の人員配置基準プラス、あと基本的にはマンツーマンで人がつくぐ

らいの必要性があったりはするので、非常勤の人を含めて配置をしています。 

  主な特徴として、母子分離でやっているというのが一つあって、お父さん、お母さん

にとってのちょっと休憩できる時間というのもあるんですが、どちらかというと、子

どもたちの発達にとっても、お母さんと離れて過ごす時間というのも必要な年齢って

あると思うので、そういうところを経験していくとか、お母さんとではなくて、お友

達と過ごすということが、また子どもの発達にすごくいい影響を与えるかなというの

もありますし、あと、お母さんたちもちょっと自分の時間ができたり、兄弟との時間

ができたりすることで、また、その子に向き合えるというふうにもなっています。 

  対象は、先ほどもお伝えしたとおり、医療的ケアのあるお子さんもそうなんですが、

特に医ケアがないと受けられないというわけでもないので、いろんな医療的ケアのな

い子もいますし、デバイスはついていないけれど、それなりの配慮が必要な子みたい

な子だったりとか、あとは、がん治療をしている子とか、何かいろいろいろなタイプ

の子が来ています。 

  ほかのサービスとの連携という意味では、うちの事業所としても、児童発達支援事業

以外の居宅訪問型保育事業ですとか、居宅介護とか移動支援という事業もやっている

ので、そういうサービスのチームとも連携しつつ、まだ、ほわわに来るほどのちょっ

と体力とか状況ではない子に、まずおうちに、居宅に入って、ちょっと様子を介助者

も慣れて、そこからほわわに来るとか、ほわわに来ている子たちの夕方の入浴支援に

うちのヘルパーチームが行っているとか、そういうおうちと通うところのほわわと連
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携しつつということがあったり、居宅訪問型保育事業はまだ１人なんですけれど、お

母さんが働くということを支えるために、保育の事業も始めているところです。 

  大体、ほわわの１日の流れとしては、こんなところで、朝１０時にやってきて、午前

中の活動をして、お昼御飯を食べて、午後の活動をして帰るという流れになっていま

す。 

  １年間の活動としても、ざっとなんですけど、こんなようなこと、植物を育ててみて、

花に水をやる係ができたりとか、種を収穫してみたりするのを楽しむということもあ

りますし、あと食べるということは、結構大きくて、この子たちは感覚の過敏がある

ということもそうなんですけれど、食べることに過敏があったりとか、口の周りが過

敏だったりとか、結構、口の周りを手術していたりする子が多いので、より口に何か

を入れるということにすごく警戒をする子たちが多くて、食べている経験も少ないで

すし、食べたことないとか、見たことない、触ったことないということもたくさんあ

るので、なかなか、お母さんはすごい食べさせたいんですけれど、食べることを進め

るのがすごい難しかったりするので、なかなか、ほわわでは、お昼御飯は、皆さん各

自持ってくる形になるので、なるべく活動の中でジュースだったりとかスープだった

り簡単なものを一緒につくって、一緒につくるという過程を見ることで、ちょっと安

心する部分もあるし、大好きなお友達も食べているとすると負けられないという思い

で食べる子もいるし、自分にばっかり食べさせられるというのは、すごいより警戒を

強めるので、じゃあ、だったら職員の誰々に食べさせてあげてと子どもに言うと、そ

れは参加できるみたいなところから、だんだん自分の大事なお弁当を人に食べられた

くないとなってきて、ちょっとぺろっとなめようかなみたいな感じになっていったり

するので、そういうふうにあんまり迫り過ぎると子どもたちも拒否られるだけなので、

子どもたちがどうやったら食べたいとか遊びたいとか思うかなというところを見つけ

ながらやっています。 

  なので、様子としてはこんな感じで、夏はちょっとお庭にプールを出して、プールに

入ってみたり、お料理をみんなでやったりしています。あとは、天気のいい日とか、

季節の出かけやすい日は、外に行ってお花見に行って、桜の木にチューブのボトルを

つり下げていたりするんですけど。出かけて遊んだりということで、また地域の子た

ちもたくさん出会うので、そういう子たちとのふれあいも生まれるかなと。 

  あと、ハロウィンとかクリスマスとか、そういう季節のイベントは、ちょっとご家族

と一緒にやったりとか、なので、こうやって動ける子は動けない子のところに寄って

いって、毎朝おはようと言いに行くんですけど、何かそういうふれあいもあったりし

ますし、イベントになると、兄弟の子たちもみんな来て遊んでいくという感じになっ

ているので、そんなふうにしています。 

  医療と福祉の連携というところが、始めた当初から、なかなか難しいなと思うところ

もいろいろあって、もともとうちも福祉事業所で、特に医療法人が後ろにあるとか、
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そういうことでもないので、福祉事業所の中ででも医療的ケアの必要な子たちをどう

いうふうに見ていくか、かかわっていくかというところをやるに当たって、でも、あ

くまで福祉だしというか、あくまでその子の暮らしだしというところを大事にしつつ、

医療は子どもたちの暮らしの中にとって絶対に必要なことだし、欠かせないことでは

あるんですけど、２４時間の全てが別に医療なわけではないので、２４時間、１週間

の子どもたちの暮らしを知るところから医療がかかわるところはどこで、福祉がかか

わるところはどこで、一緒にかかわるところはどこかというところを、ケースを通し

てケースワークをしながらお互いに理解を深めていったというところがあります。 

  やっぱり一緒にやってみる中で、なかなか、やっぱり医療と福祉って文化はいろいろ

違うんだなと感じることはあるので、でも、そこを、でも子どもたちの暮らしのため

にとか、その子はどう生きたいと思っているかとか、お父さんとお母さんはどういう

子育てをしたいと思っているかということに対して、私たちはどう動くのかというこ

となので、そこにおいては同じ立場なので、一緒に連携しながらやっていこうという

形でやっています。 

  実際のケアとしては、介護職もほわわでは３号研修を受けて、吸引とか注入とか、や

れることはやっていこうということでやっています。なので、日常的に介護職も吸引

器ですとか、注入のボトルがどうとか、いろいろとさわるので、何か日常的にそうや

ってさわっていることで、特に別に医療的ケアとか、デバイスの管を見るだけで、最

初は、どきどきしていたんですけど、別にどきどきするほどのことでもないんだなと

いうのは何となくわかってくることもありますし、あと子どもにとっても、看護師さ

んの吸引待ちになっちゃうのはすごいかわいそうな感じで、せっかく一緒に遊んでい

て楽しいのに、目の前のこの人は何もしてくれないというのも、またあれなので、子

どもの遊びが妨げにならなかったり、あと看護師も配置上１人が基準なので、１人で

全ての子の医療的ケアだけを対応しているとなると、結構それだけで終わっちゃうぐ

らい大変になっちゃうので、子どもたちのことを待たせちゃうということもあるので、

介護職ができることはなるべくやって、看護師は介護職に医療的ケアのことの指導を

したりとか、あと緊急時の対応をするというふうにしています。 

  なので、介護職は基本的にどういう状況だったら看護師に言わなきゃいけないかとい

うところだけをわかっていれば、そんなに大きな事故になることもないのかなという

ふうに感じています。 

  緊急時の対応としては、一応、そうは言っても医療的ケアがある子たちなので、どう

いうものがついているとか、どういう仕組みになっているとかという、最低限のこと

は私たちも勉強しつつ、緊急時のシミュレーションをしたりとか、そういうことを理

解しているだけで大分違いますし、あとは基本的にはその子のことを知っているとい

うことがすごい大前提にあるので、子どもたちも別に何か自分の身を危険にさらした

いと思っているわけでもないので、ちゃんとカニューレは大事なものだよということ
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だったり、いろんなことがちゃんと伝わえればわかることもあるので、そこをお互い

に子どもたちとやりとりしながら、緊急時とか、そういう医療的なケアの対応もして

いるという感じです。 

  あとは、保育園とか幼稚園とか学校に向けてということで、児童発達支援事業所なの

で、未就学の子が主に対象で、学校に向けてということで、その子なりの食べること

とか、排せつのこととか寝ることとか休憩して思いっきり遊んでというリズムだった

り、コミュニケーションのことをどういうふうに学校に上がるまでに、ある程度、確

立していくかというところを整えるということを、医ケアがある子だとして、どうい

うふうに対応していくかということを持っているのと、学校とか、今ちょうど保育園

の入れる、入れない、来年度に入れる、入れないの結果が出たところで、お母さんた

ちの入れなかったというお母さんたちも続出していてあれなんですけど、直接、医療

的ケアがあるからという言い方はされないけど、何となく医療的ケアがあるから断ら

れたのかなという気配を感じなくもなくて、何かどういうふうに医療的ケアのことを

クリアにしていったら、学校とか保育園も受け入れられるのかなということを、私た

ちも一緒に考えつつ、でもやっぱり介護職の私たちがやっているということが、保育

園の先生でも大丈夫だよという何かしらのメッセージになったらいいなということも、

ちょっと思っていたりとか。あと主治医の先生にお願いして、カニューレが何秒ぐら

い抜けても大丈夫かというのをちょっと計ってもらって、５秒ですと言われるのと、

３０秒は大丈夫ですと言われるのでは、心の構えと緊急時の対応が全く違うので、何

か、そういうところをちょっとずつ先生たちにお願いしつつ、そういう根拠を持って、

学校とか保育園とかに行けたらいいのかなというのもあって、そういうふうにやって

います。 

  で、下に書いた三つは、やりながらいろいろ、課題とかもいろいろあるんですけれど、

大きく課題としては三つあるかなと思って、安定した経営というのは、割と体調を崩

しやすい子たちでもあるので、欠席もある程度あるなということを見込みながら、予

定を組んでおかないと、あれ、３人しか来なかったみたいな日が出ちゃったりするの

で、でもそこら辺は子どもの暮らしのことを把握していたりとか、体調のことを追い

かけていることで、そろそろ調子悪いかもみたいな気配を感じたりとか、ここは、ち

ょっと大事にしておこうというポイントがわかっていったりするので、子どもたちの

暮らしと合わせて一緒に考えることで、安定した経営につながるのかなとは思っては

いるんですけれど、なかなかうまくいったりいかなかったりというところはあるので、

そこら辺が難しいかなというのと。あと相談支援の重要性というところでは、やっぱ

り、いろいろな機関の人とかいろいろな職種の人と関わっていくので、そういう意味

での福祉だけではどうにもならない部分もあるし、あとは２４時間とか１週間を追い

かけていかないと、結局、何もできないこともたくさんあるので、そういう意味での

相談支援の機能の重要性はすごくあるなということと、あとはそういう事業をやるに
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あたっての人材の確保と育成というのは、どこもそうなんだろうなとは思うんですけ

れど、課題としては大きくなるかなというふうには思っています。 

  以上です。ありがとうございます。（拍手） 

○冨田会長 東京都内でも先駆的な事業を行っている、ほわわさんのお話を聞かせていた

だいて、今の現状がどういうことかということがわかりました。 

  ありがとうございました。 

  それでは、まず着席をして、すみません。 

  それでは、今ただいまのお二人のご報告について、質問、あとご意見等がありました

ら、ぜひお手を挙げてご報告していただければと思いますが、いかがでしょうか。 

  また、僕が、僕から言ってもよろしいですか。すみません、お聞きしたいことが何点

かあるんですけども、まず酒井様のほうからお話をお聞きしてもよろしいでしょう

か。 

  一番、ちょっとお聞きしたいのは、多分、傍聴者の方も大田区の医療的ケア児の支援

関係連絡会議がどういうふうに行われているかというのを特に聞きたいというところ

があったんじゃないかなと思うんですけれども、この委員の構成メンバーの中で、学

識経験と保健・医療という、いわゆる区役所の外部の方というのは何となくイメージ

はつくんですが、この区職員１０名というのはどういうような構成でやられているの

かというのを、もしよければ教えていただければと思います。 

○酒井氏 ご質問ありがとうございます。 

  こちらの区職員なんですけれども、やはり医療的ケア児の方、例えば、我々、福祉分

野もそうなんですけど、学校分野、あるいは保育分野を含めて、さまざまなセクショ

ンでかかわりがふえておりますので、できるだけ庁内の関係するセクションの管理職

をここで構成しようというところで、我々の福祉部門、あるいは保健、いわゆる健康

政策の部門ですね、あといわゆる教育部門、子育て支援の部門の管理職も含めて１０

名で構成をさせていただいております。福祉部門の中では、私のような障がい施策を

立案するほうのいわゆる本庁部局の課長と、あと先ほどお話ししましたように、うち

は四つの地域福祉課より四つの福祉事務所機能に分けておりますので、そこの課長さ

んであったり、あるいは地域健康課と言われる、この保健所機能のそちらの課長さん

にも入っていただいて、構成をさせていただいております。 

○冨田会長 どうもありがとうございます。 

  ということは、この目的というのは、もう縦割りをできるだけ排除して、横のつなが

りをということを意識されたということでよろしいでしょうか。 

○酒井氏 はい。まさしく本当に今、会長からお話あったとおりでございまして、医療的

ケアの必要な方々は、さまざまな場面で生活をされておりますので、ここだけ見てい

ても、多分、その方の生活をトータルで支えることは難しいという思いから、この会

議体を立ち上げる前から、医療的ケアの方というのは、どれくらいの数をうちの大田
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区でつかまえているのかというようなやりとり、実は関係セクションの係長さん方を

中心に始めておりました。まさしく、そういった部分で、今、区も一丸となって、連

携できる体制をつくっていこうと考えているところでございます。 

○冨田会長 ありがとうございます。 

  これは、またちょっと余計な話かもしれない。この構成をするにあたっては、これだ

けお忙しい中で各部署から管理職の方を集めるって、なかなか大変だったんじゃない

かなと思うんですけど、その辺のご苦労はどうだったでしょうか。 

○酒井氏 そうですね。ただ、もう既に区のさまざまなセクションで、現実的に、医療的

ケアのある方が、関わりを持っておりましたので、逆に言うと、むしろ、よくつくっ

てくれたというのが正直なところになるんですね。 

  やはり全体で医療的ケアというものの課題を抱えている状況はどうなのかと、今、例

えば福祉分野だったらどういう動きをしているのか、あるいは教育だったらどんな動

きをしているのかって、なかなか我々も役所の中、縦割りという言葉は語弊があるか

もしれませんけど、やはり、そのところにどうしても特化する傾向があるんですけれ

ども、逆にそれを横串をさせることで、今教育のほうはこういう動きをしているん

だ、保育はこういう動きをしているんだということで、割と皆さん逆に情報が欲しか

ったという思いもありましたので、その部分では、それほど苦労は少なかったかなと

思っております。 

○冨田会長 本当にどうもありがとうございました。非常に心強いお言葉を本当にありが

とうございます。 

  多分、傍聴で来ていただいた、特に各自治体の方はすごく参考になるお話だったんじ

ゃないかと思いますし、ぜひ東京都のほうも縦割りがなかなか厳しいところではある

と思うんですけども、皆さん、ぜひ横のつながりをというのを常々お願いしたいとい

うふうに思うところであります。 

  あと皆さん、ご質問等。 

  早野委員、どうぞ。 

 ○早野委員 ご報告ありがとうございます。 

  むそうの瀬さんにお聞きしたいんですけれども、私、かすみ草、法人で去年の５月か

ら医療的ケア児の放課後等デイサービスをやっているんですけれども、経営というと

ころで、安定した経営、キャンセルが多いということで、さっきの話では、ちょっと

日ごろの体調管理のようなことを、気をつけていらっしゃるというふうにおっしゃっ

ていたと思うんですけれども、現実的なところで何か、例えばお休みが入院しちゃっ

たなとか、そういったところで、何かそういう皆さんにお願いするとか、そういった

対策はやっていらっしゃいますか。 

○瀬委員 ちょっと毎日１人、２人多目に組んで、キャンセル待ちという感じで組んで、

キャンセルが出たら連絡させてもらいますねというのをちょっと組んでおいて、もし
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本当は来るはずだった子が来れなくなったとなったら、キャンセル待ちになっていた

子に連絡をして、空きが出たけど、どうですかという形でやって、何とか定員は埋ま

るようにという感じではやっています。 

○早野委員 わかりました。ご家族のほうはオーケーと言うんですかね。 

○瀬委員 そうですね。特にそれで、もともとこの日はキャンセル待ちですというふうに

お知らせしてあるので、キャンセルが出てきたら連絡があるかもしれないし、なかっ

たら連絡がないと思っているので、意外と皆さんそうだとしたら、ほかの予定を入れ

ていたりするので、いざ連絡してみたら、もう予定入れちゃったみたいなときもある

んですけれど、そういう感じで何とかやっています。 

○早野委員 どうもありがとうございました。 

○冨田会長 ほかに、ご質問とかご意見とかありますでしょうか。 

  どうぞ、吉澤委員、よろしくお願いいたします。 

○吉澤委員 ご報告ありがとうございました。 

  むそうの瀬さんにお聞きします。ほわわの利用者さんはさまざまな医療的ケアをお持

ちの方が多いと思うのですが、先ほど、福祉と医療の連携が非常に難しいというお話

があり、例えばお預かりしているときに、何か緊急のことがあって、どちらかの病院

に行かなければいけないときには、連携している病院というのは実際ございますか。 

○瀬委員 結構、そこも何か難しいなと思うんですけれど、嘱託医は嘱託医でいつつ、主

治医は主治医でいるじゃないですか。病院に駆けつけなきゃいけないぐらいの緊急時

って、今までないんですけれど、なので、大体はお母さんに連絡して、そこでどうす

るかという話になるので、何か急に病院に行かなきゃみたいなことはあんまりないん

ですが、あるとすると、大体はでもほとんど主治医のほうにかけることが多くなるの

かなという気はします。 

○吉澤委員 今までにないんですね、そういうことが。  

○瀬委員 あんまりない、実際はそうですね、お母さんに連絡して済むみたいな感じが多

いですかね。それで、お母さんに連絡が本当はすぐつけたいけどちょっとつかない、

お母さんの携帯につながらないみたいなときは、往診に行っている先生のところに、

連絡してみたりとかすることはあるんですけれど、殆どないですかね。  

○吉澤委員 ありがとうございます。  

○冨田会長 あと、ほかに、ご意見、ご質問等はありますでしょうか。 

  ないと、また僕が質問しちゃうんですが、ちょっと今の流れでということで、ちょっ

と質問をしたかったのが瀬委員になんですけど、多分、私たちの目から見ると、どう

しても医療というのはどうなのかなと。特にかなり医療的ケアの重い方がほわわ世田

谷さんにはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。私たちのほうで見ると、

どうしてもリスクマネジメントの面はどうなるのかなという部分があって、どうして

も、やっぱり医療者でない福祉の方だと、悪くなったときのイメージがつきづらいと
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かというのが、幾らいろいろ情報とかが入ってきてもというようなことがあって、そ

の辺のリスクマネジメントをどういうふうに予防するかという、リスクが起こること

を予防するかという観点が必要になってくると思うんですけれど、この辺は看護師さ

んがやっているんですか。それとも主治医の先生とか嘱託医の先生から、ある程度、

教えてもらってという形になるんでしょうか。  

○瀬委員 基本的にはいる看護師が対応しているというのが現状で、よっぽど何かあれば

看護師から主治医に連絡を入れると思うんですけれど、そこまでは今のところなく

て、介護職が普通の通常時の吸引とか注入とかがやれると、ちょっと看護師が対応し

なきゃいけないという、呼吸器の子とか、ちょっと脈がすごい上がっちゃって、どう

しようみたいなときとか、ちょっとアンビューバックを押さなきゃいけないねみたい

なときとかは看護師が対応するので、そのときに、でも、ほかの子たちの吸引待ちに

なっちゃいけないので、どちらかというと介護職は通常時のそういうところを対応し

て、緊急時は看護師がいないとというところはあるので。  

○冨田会長 むしろ介護職の方がこうするところのケアを中心にやっているので、看護職

の方が何かあったときに対応しやすい状況をつくっているというふうに考えればいい

ですかね。 

○瀬委員 そうですね。じゃないと多分、そんなにつきっきりになっちゃうと、ちょっと

体調が悪いとかになると看護師がつきっきりになるので、そうなるとほかの子がみた

いになっちゃうので。  

○冨田会長 リスクが上がってしまうということになるんですね。  

○瀬委員 上がっちゃうので、はい。  

○冨田会長 わかりました。  

  ほかに、ご質問、ご意見等はありますでしょうか。何かないとまた次々と僕がまた質

問しちゃうんですけど、ちょっとごめんなさい、今までの中で、もう一つだけ、ちょ

っと瀬さんにお聞きしたいことがあるのは、先ほどお話があった中で、世田谷区のほ

うが、結構、歩行可能、いわゆる歩ける医療的ケア児が多いと思うんですけれども、

結構、登録者が２８名中８名いらっしゃっていてということで、支えありの歩行とい

うことになると、それが３名ということになると思うので、多分、これって全員、い

わゆる大島分類に近いような重症心身障害者に入らなくなってしまうと思うんです

が、そうなったときに、報酬の問題は、多分、かなり大きい問題になるのではないか

と思うんですけれど、その辺については、かなり経営に影響するんじゃないかと思い

ますし、もしかしたら、そういうところで、ある程度、区とかの支援とかをいただい

ているのかどうなのかというのは、多分、今デイケアをつくらないといけないことに

なっているので、各自治体の方にも知っていただいたほうがいいかなと思うんですけ

れど、その辺はどういうふうな経営とかに関してというか、ちょっと言いづらいとこ

ろでは言わなくていいんですが、言えるところでということで。  
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○瀬委員 さっきのキャンセルのことも経営のあれなんですけど、結構、そうですね、こ

の歩ける医ケアの子たちも、やはり単価的には重心単価は来ないので、普通の子の単

価で、もちろん都加算もつかないので、だけど酸素しょっていて動き回ったりするの

で、人は誰かついて、酸素ボンベを持って追いかけなきゃいけなかったりとかという

ことがあるので、マンパワー的にはその分、寝たきりの子と同じぐらい人が必要なん

ですけれど、報酬的には半分以下というか、安いというのがあるので、やっぱりそこ

ら辺の割合をどうするかはちょっと考えますかね。で、動ける子ほど、逆に行き場所

がないという子たちが多くて、呼吸器をつけていて、結構、もうがっつり医ケアがい

っぱいあってという子と、あとは、やっぱり歩けるので、重心施設がなかなか受け入

れられなくて、でも医ケアがあるという子たちが、結構、来る傾向になっているの

で、そこはそうですね、経営としてもあれなんですけれど、法人努力でやっていこう

みたいなところがありました、ちょっと経営的には。 

○冨田会長 各自治体とかの支援とかって、補助とかというのはあるんでしょうかね。 

○瀬委員 区からということですか。 

○冨田会長 はい。 

○瀬委員 いや、普通の基準どおりになっているだけで、今年度から看護師加算はついた

んですけれど、現状、墨田は看護師加算、看護師をもう一人配置できる対応できると

いう状況になるんですが、品川と世田谷は、やっぱりそこまでではないと。なかな

か、あれの算定もちょっと厳しいのもあって、定員５人で５人以上というので、看護

師２人目を置くほどの人件費はないというのも現状で、だけど、看護師も体調を崩す

こともあれば休まないといけないこともあるので、そういうときにどうするかという

ので、どうしても３拠点あって、何人か看護師を余分にフリーで置ける看護師を配置

しておかないと、いざというときにちょっと看護師が休んだとかになると、研修に行

くとかになったときにちょっと対応し切れないというのもあって、やっぱり何とか何

拠点かあることで、間接人件費を置いているというのはあります。 

○冨田会長 かなり、やっぱり、そういう意味では、経営という意味では、何でしょう、

ニーズに応えようとすればするほど、厳しくなっているというのが現状ということな

んですかね。何かしらのやっぱり簡単に言えば助けが欲しいということですよね。 

○瀬委員 そうですね、はい。 

○冨田会長 多分、いろいろ感じている委員は今の話でそうだ、そうだと共感している方

は多いんじゃないかなというふうに思います。 

  あと、もう一つ、すみません、今度、酒井さんにちょっともう一つだけ教えていただ

きたいんですけれど、医療的ケアの状況についての人数ということで挙げていただい

て、具体的な人数を挙げていただいたんですけれども、これは、区として、やっぱり

必要があるというふうに考えて挙げていただいたんじゃないかなと思うんですが。こ

れは実際、挙げる上でのご苦労と、あと実際、挙げたことによって、メリットという
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のを皆さんにお知らせしていただけるとありがたいなと思うんですけれど、いかがで

しょうか。 

○酒井氏 ご質問ありがとうございます。この人数を出した経緯といたしましては、やは

り、現状はどうなんだということがわからないまま、せっかくお忙しい委員の皆さん

にお集まりいただいても、無駄な時間を過ごしてしまうんではないかという思いか

ら、区として、今、出せる数字というところでは、こちらの数字を出させていただき

ました。 

  逆に、その数字を出させていただいたことで、病院の関係の皆様方から、これはやっ

ぱり大田区の数字として、どうなんだろうねとか、あるいは、何かもうちょっとこう

いう把握の方法ができないのかねみたいなご意見も頂戴をしたりとかして、なかなか

自治体においても正確な医ケア児という実態を本当に把握し切れるのかというところ

の課題を、今は共有できたというところが、一つ大きな財産かなと思っています。で

すけれども、共有したからそのままでいいということではないので、今後、逆にどう

いうやり方をすればというのは、行政の持ち得ている情報だけでは、なかなか把握が

難しい部分も正直あるかと思いますので、例えば関係機関との中で、どういう情報の

やりとりができるかということを含めて、我々も、これから、また模索をしたいなと

思っております。 

○冨田会長 どうもありがとうございました。 

  ぜひ、この辺の実数把握というのは、各自治体で努力していただけると、よりニーズ

に応えられる政策を立てられるのではないかなというふうに思っております。どうも

本当にありがとうございます。 

  あと、ほかにご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

○高橋委員 すみません。 

○冨田会長 高橋委員、どうぞ。 

○高橋委員 今のことに関連して大田区に伺いたいです。母子保健の分野で、生まれてき

たお子さんの状況について把握されていると思うが、連携や情報の共有についてはど

のようにされていますか。 

酒井氏 ご質問ありがとうございます。先ほど申し上げました健康施策って、まさに母子

保健の分野を担当しておりますので、そちらの情報も含めて、今回、今、うちが把握

できる数としてということで確認をしております。ですけれども、ちょっと先ほどか

ら言っているのは、実数として埋め切れていないところはどこなのかというところ

は、逆に言うと、多分、地域に帰っていらっしゃって保健師さんが入れば、多分、そ

こでの情報はとれるんですが、もしかすると、まだ地域に帰ってきていないような、

いわゆる、まだ本当に病院に入っていらっしゃるようなところの情報とか、ちょっと

そこまでは、まだまだ、うちとしてもアプローチし切れていないところが一つ大きな

課題としてはあるのかなというふうに認識をしております。 
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○冨田会長 どうもありがとうございました。 

  ほかにご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、改めて、酒井様、あと瀬委員、どうもありがとうございました。拍手をお

願いいたします。（拍手） 

○冨田会長 本当に貴重なご報告をありがとうございました。 

  それでは、先ほど、次第のところでもお話ししましたが、この連絡会も昨年度よりス

タートしまして、２年を経過するということになりまして、この間、さまざまなテー

マで現状の報告をいただいて、意見交換をしてまいりました。ということで、お時間

の関係もあると思いますので、多分、なかなかちょっと全員にはというのが難しいか

もしれませんが、今回のこの２年間の間のこの連絡会をより今後、充実させていきた

いということと、あと、いろいろな思いがあったと思いますので、ぜひ、皆様のほう

からご意見をいただいて、来年度以降に、また、よりよいものに続けていきたいとい

うふうに思います。 

  どういうところが今回よいところで、あと、またどういうところをこれからやってい

けばいいのか。あと、もう一つ建設的な意見として、ぜひ教えていただきたいのは、

ほかにどういう方に参加していただければ、この会がよりよくなるのかということ

を、もし教えていただければなというふうに思います。 

  できれば、手を挙げていただきたいんですが、もし手を挙げていただかないと、すみ

ません、僕のほうが勝手に指してしまいます。いかがでしょうか。もしよろしけれ

ば、ぜひご意見をいただければと思うんですけれども。 

  じゃあ、ちょっと、まずは口火ですみません、端からという形で、等々力委員、お願

いいたします。 

○等々力委員 私は仕事柄、相談支援のほうを担っておりますので、その立場からという

ところですけれども、東京都でも、今年度から医療的ケア児コーディネーターの研修

が始まったということで、無事に１回目が終わり、多分、この後の資料５のほうにも

ありますけれども、修了証が発行された数が５２ということで、一応、医療的ケア児

等コーディネーターと名乗れる人が５２人いるという形にはなっています。ただ、実

際に名乗れるのと仕事ができるというのは別の問題であり、どれだけの方が本当に実

際担ってくれるのか。どれだけの方が医療的ケアの方々のコーディネートができるの

かというのは、今後にかかってくるのかなというふうに思いますので、今後も多分、

研修は続きますので、数を増やしていくというのは、当然のことなんですけれども、

そのコーディネーターとなった人たちの質を上げていくというのも、十分、必要なこ

となのかなというふうに思っています。 

  多分、まだまだ実数としては少ないと思ってはいますし、冨田先生のほうも、熱心に

いろいろやってくださっているので、研修が終わった後のもう何ですか、集まりとい
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うか、それもセッティングしていただいて、横のつながりというのをつくっていくと

いうところの大切さも研修を通して伝えてはくださっているとは思うんですけれど

も、我々自身も自らこうやってつながりを持っていきながら、ともにスキルアップで

きるような体制をつくっていくというのが求められていくのかなというふうに思って

います。 

  ここの相談の部分に関しては、やはり、この医療的ケアのある方々にとってみると、

やはり重要な核になる部分だと思いますので、ここの充実というのは欠かせないもの

なのかなと思いますので、今後とも皆さんに協力いただきながら、自分も含めて、ス

キルアップというところの底上げをしていきたいなというふうには思っております。 

  以上です。 

○冨田会長 どうもありがとうございました。 

  ちょっと正直なところ、すみません、ランダムに行かせていただいていいですかね。

早野委員、言いたければ、もうぜひ。 

○早野委員 言うんですか。 

○冨田会長 多分、お顔は言いたそうな感じなので、ぜひ、どうぞ。 

○早野委員 そうですか。すみません、ありがとうございます。 

  この間も、ちょっとシンポジウムでも言わせていただいたんですけれども、いつもこ

の医療的ケア児の話をするときに、人工呼吸器を装着しているお子さんというのは、

必ず一文入るんですが、現実、実際は医療的ケアの中で、人工呼吸器というのが物す

ごく越えられない壁となっています。学校でもそうですし、通学のバスでもそうです

し、居宅のところでもそうなんですね。ここをやっぱり受け入れる側のほうの人工呼

吸器に対する気持ちといいますか、受け入れ方、そこをもう少し検討していく必要が

あるんではないかと常々思っています。人工呼吸器だからだめと言われると、それ

は、ちょっと差別解消法にも触れるのかなとも思いますし、その知識といいますか、

人工呼吸器と一言で言っても、すごく状態って違いますよね、お子さんが離脱がどれ

くらいできるのかとか、とても、その状態によって違うということも理解していかな

くちゃならないので、そういった周知をぜひお願いしたいなと思うのが一つです。 

  あとは、居宅訪問型児童発達支援というのを昨年の９月から始めたんですけれども、

自治体によって、すごく居宅訪問型の使い方がばらばらで、ある自治体はオーケーで

すよ、どうぞと言うし、ある自治体は月に一度でも児童発達に通っていれば、居宅訪

問型になりませんよというところもあります。なので、居宅訪問型児童発達支援に関

しての周知といいますか、ラインといいますか、ある程度、基本的なところ、どうい

った内容で居宅訪問して療育するのかということも、やっぱり一緒に責任を持って、

考えていく必要があるんじゃないかと思っています。 

○冨田会長 どうも本当にありがとうございました。 

  特に居宅訪問型は新しい事業なので、まだまだ、ちょっと自治体のほうも対応し切れ
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ていないなという感じは、多分、非常に強いかなというのは思うので、ぜひ、本当に

いい制度だと思うので、周知できればというふうに思います。 

  あと、ちょっとすみません、川上委員、今後に向けてという形で、ちょっと、また、

お話しいただければと思います。 

○川上委員 お世話になっております。東京都医師会の川上です。 

  東京都医師会として、やはり少しでも医療的ケア児のお子さんたちの、特に保育園入

所がスムーズにいくようにということで、今年度、医ケア児の保育園入所に当たって

の医師意見書とか指示書のフォーマットを作成しました。現在、これは東京都医師会

のホームページの「医師のみなさまへ」というページの中の乳幼児保健という、階層

で幾つかまくっていただくと、「医師のみなさまへ」、「乳幼児保健」で、「医療的

ケア児の」といくと、医ケア児指示書をＰＤＦ版とワード版でつくりました。特に保

育の目安、いわゆる指示書というか、何というんですかね、学校ですと、学校の心臓

病のある子たちだったらどこまで運動させていいですよとかという一覧があって、こ

こまでオーケーというチェックだけすればいいようなものが作成されております。そ

れと同じような形式で保育の目安という形で、ゼロ歳から２歳のお子さんだったら、

この表を使っていただいて、ここまで保育園でやらせていただいて大丈夫ですよと

か、３歳から５歳だったら、こういうふうにしていただく案をいただいたらどうでし

ょうかというような目安になるものをつくりましたので、これはご自由にダウンロー

ドしていただけます。 

  ですから、保護者の方経由で主治医の先生ですとか書いていただければ、幾らかでも

保育園に預かってもらうときのただ預かる側の不安感をあおるのではなく、それによ

って、この子はこういうケアをすれば大丈夫ですねというような形の一助になればと

いうことで、作成しておりますので、どうぞ、そちらはご自由にお使いいただければ

と思います。 

  それから、もう一つは、今回のこういう保育とか療育とは、ちょっと離れるんですけ

れども、医療的ケアを要するお子さんたちの在宅支援として、おうちに戻られたお子

さんたちが受けられる地域の医療リソースをどう使えるかということで、例えば、予

防注射はできるよとか、在宅訪問したときに、ご兄弟のお注射もしてあげられるよと

かというようなわかりやすい一覧をこれも作成、２年前に１回つくって、今回、バー

ジョンアップしています。これについては、一般公開はしておりませんで、各医療機

関、大きな病院さんにファイルで送ってあります。東京都さんにも協力いただいて、

各医療機関に送ってありますので、おうちに戻られるとき、あるいは、戻った後でも

近くの医療機関でどこが頼れるのというのを思われた方には、ぜひ、それを大きい病

院に聞いていただくと出せるようになっていますので、こちらもご利用いただければ

と思っております。 

○冨田会長 本当に貴重なご報告ありがとうございました。ぜひ、生かしていただければ
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という、地域のほうでも活かせることだと思いますので、すばらしい報告、本当にあ

りがとうございました。 

  すみません、次、田村委員のほうからご報告いただけますでしょうか。ご意見いただ

いてよろしいでしょうか。 

○田村委員 学校の立場で出ております田村でございます。 

  学校教育に関わる部分をお話しします。この後、都の教育委員会の方からもお話があ

るかと思いますが、平成２４年の法令改正により特定行為については、介護職員や教

員も研修・認定等を経た上ならできるようになってから５年経ち、一定程度定着した

ところで、特別支援学校だけでなく小中学校等も含めた学校における医療的ケアの実

施のあり方も見直そうということで、５年ぶりに文部科学省で国の検討が始まってい

ます。実は先週、文部科学省のホームページにその検討会議の「最終まとめ」が載っ

たところです。この後、都道府県や政令指定都市に通知とともに、知らされるのが３

月７・８日の見込みと伺っています。 

  やはり、先ほど委員の方の御発言にもあったように、例えば「呼吸器のお子さんは○

○」とカテゴリーで一律に決めつけてしまうのではなくて、個々の状態、どのくらい

負荷がかかるのか、あるいはお子さん側の状態じゃなくて、例えば車両に乗る時間や

お家との距離とか、そういうことを一人一人見きわめて、可能な限り、スクールバス

やそれに代わる車両に乗れるようにするなどの基本的な考え方が具体的に今回の「最

終まとめ」に書き込まれました。これを受けて、都道府県や各区市町村等で、これを

もとに自治事務としてシステム作りやシステム改訂がされていくということになりま

す。 

  今回の文部科学省での検討委員の中に豊中市教育委員会の担当者や関係者が入ってい

ます。つまり、小・中学校モデルが初めて検討の中に具体的に入ってきたのです。５

年前までは「特別支援学校における医療的ケアのあり方の検討会議」だったものが、

今回は「特別支援」がとれて、「学校における」ですので、現在、小・中学校約八百

名程度の医療的ケアを伴うお子さんが通われていることに正対して検討されました。

平成２５年に就学に関する法令を踏まえた仕組みが変わりまして、小・中学校通常の

学級に障害のある方が就学されたり、あるいは、かつての特別支援学校法律上では適

と言われた方が、小・中学校通常の学級や特別支援学級に就学されるケースも法律上

あり得る形になってきました。そうした中で、端的に言えば、「できる・できな

い」、学校に「入れる・入れない」ではなくて、どのようにやっていこうかとの発想

を変えていかなくてはならないという考えの方の根幹が「最終のまとめ」として示さ

れたのです。 

  「最終のまとめ」は出たばかりですが、これを受けてどのようにするかというところ

ですけれども、都の教育委員会の方から、この後、そうしたことについての東京の取

組の説明もあると思いますが、今、東京都の新しい取組も本校で研究的にやっており
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ますので、そうしたことをどのように他の学校に広げていくかというところの私ども

の歴史的に積み上げてきた学校の使命があるかと思っています。 

  以上でございます。 

○冨田会長 本当に最新の話をご報告いただいて、本当にありがとうございました。 

  では、次、大瀧委員、お願いいたします。 

○大瀧委員 島田療育センターの大瀧です。 

  療育と在宅支援という立場で、この会に２年間参加させていただきました。この２年

間での自治体の変化ですとか、学校の変化というのは、本当に皆さん感じるところだ

と思いますし、私たち、ここに参加している中でも毎回、皆さんの変化、傍聴席の方

の人数の変化等も感じておりまして、医療的ケアに関する関心の変化は、とても感じ

ます。 

  冨田先生が初めにおっしゃったように、この会はよりよく来年にわたって変わってい

くということで、ちょっと意見を申させていただきたいと思うんですが。ことし、こ

の２年間は、初回の２年ということで、連携と連絡会をするということが一つの目的

だったとは思うんですけれども、これからも、ただの、ただのと言い方はよくない。

連絡会をして、各区市町村の報告をして、聞く場だけだと、それが、また２年間続く

のかというのは、ちょっとどうなのかなというふうには思っています。 

  私たちも委員として参加させていただいたことは、非常に名誉なことだとは思ってい

るんですけれども、今回、この会議の中で聞いたことに関して、何か役割を持って、

地域に持ち帰って何かするとかということも特にありませんし、例えば療育機関から

来ているから、例えば東京の療育機関として、みんなにこういうことをやっているの

を伝えてくださいねという役割も特にありませんでしたので、何というか、自分の身

近な人に今、こういう会議をやっているんだよ、もうオープンになっているから見れ

るんだよぐらいの感じでしかお伝えすることがないので、結局、東京都の医療的ケア

の会議って、どんなことをやっているのというのは、知る人しか知らないみたいなと

ころがあったかなというのは、ちょっと思っています。 

  なので、この会が来年以降、いわゆる東京都の事業の運営をお手伝いするための私た

ちは役割をすることなのか、それとも、この会で東京の医療的ケアの何かをみんなで

つくっていこうねという会にしていくものなのか、そういうことによって、次、呼ぶ

メンバーというのも変わってくるのかなとは思うんです。例えば、東京都の、この事

業を、今、進めている事業をもっと広めていくんであれば、その事業をやっている人

たちをもっと呼んでやるといいのかなと思いますし、私たちは、別に東京都の事業を

何か請け負っているわけでもないというか、本当に助言というか、こういう地域では

こういうのをやっていますということは言えるけど、それをどういうふうに東京都の

政策に反映されているのかというのが、どっちなのかなというのは、ちょっと今後の

この会の役割とか位置づけということで変わっていくような気はしています。 
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  なので、この後、多分、東京都はこういう事業を来年以降展開していきますというお

話をしてくださると思うんですけれども、そういった東京都の方針みたいなのをちょ

っときちんと見せていただきたいし、みんながわかるようにしていただきたいという

のがあります。 

  あと、きょう、大田区のご説明とか、ほわわのご説明があって、私たちも地域の、自

分たちの地域で、そういった協議会というのが、大分始まってきているんですけれど

も、その中で、例えば、学校のバス問題みたいなのが出たときに、東京都のことなの

で、例えば市町村で話し合っても、誰も東京都のことを決められる人がいない。だか

ら、その事案をどうやって東京都にお伝えしていくのかというのは、ちょっと各自治

体の協議会で出た意見を、東京都の、例えば学校の方だと、都立なので、都に伝えな

きゃいけないんだけれども、それを言う人が誰もいないよねみたいな場はあったりし

て、例えばその児童デイ、発達の問題があったり、訪問看護の問題があったときに、

それをもっと上層部に上げるための意見の流れみたいなのが、例えばこの会議だと

誰、事務局の方がまとめて、都に上げますよとか、その会議の中で事務、何だろう、

まとめの方がどういうふうに上層部とか施策に反映させていただけるのかというの

が、たまたま参加した会には教育の場の人がいなかった、都立特別支援学校の方がい

なかったので、バス問題がいっぱい話題にはなったんだけれど、これは誰も都に伝え

られないよねみたいなことにはなったんですね。親のＰＴＡの会とかから学校に言っ

てもらうかみたいな感じにはなっちゃうんですけれど、そういったものが今後、どう

いうふうに協議会から出てくるのかというのはありました。 

  医療的ケアの問題、ちょっとしゃべってもいいですか。医療的ケアの問題をいろいろ

考えていくと、やっぱりすごく地域性というか、地域にどんな資源があって、どうい

う人がいるかということのすごく影響を受けているなと思っていて、例えば府中だと

すごく大きい病院があるけれども、隣の違う小さい市だと全く医療機関、大きい医療

機関がないとか、特別支援学校がある市もあれば、ない市もあるみたいなところで、

いわゆる地域の人が考えないといけない。ただ、その地域は、全然、医療機関の状態

とかも、そういうサポート機関の状態もみんな違うので、一律にやっぱり同じように

はできないなとか、あと、市の予算があるとかないとかということも、すごく影響す

ると思うんですけれど、その中で考えなきゃいけないということで、すごく地域の力

とか地域とのつながりというのは、すごく大事なことで、そういう意味では、東京と

いう何か大きい地域としては、東京はすごくまとめづらいとは思うんですが、全国的

なやり方から見ると、東京って、じゃあ、どうなのかなという意見も来年以降は、例

えば、隣の千葉とか、千葉県とその市町村との関係はどういうふうに医療的ケアは進

んでいるのかというのを参考に、東京も考えてみるとか、そういうこともあってもい

いように感じています。 

  すみません。いっぱいしゃべっちゃって。ありがとうございました。 
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○冨田会長 今、お話があったのは、多分、改めて問題に、地域で、そういうのは、

年々、連絡会がどんどんできてきているので、その連絡会と東京都の連絡会とかとい

うのがどういうふうな連携をするかというのは、多分すごく重要な話だと思うんです

ね。今まで東京都だけだったので、余り問題になっていなかったんですけれども。下

に下げればいいという感じだったんです。下というか各自治体に広げればいいという

感じだったんですけれど、これから多分、そういう関係性じゃなくなると思うので。 

  ありますか、田中委員のほうから何かコメントとかは。 

○田中委員 途中なんですが、今、東京都に対して、貴重なご意見もいただきましたの

で、時間の関係も考えて、答えていきたい。 

○冨田会長 ちょっと時間をオーバーしましょう、きょうはもう最後なので。必要だと思

うので。 

○田中委員 今、本当に貴重なご意見だと思います。そういったこの先どうするんだろう

というところでは、そういったお話が出てくるのかなというふうには思うところでも

あります。 

  まず今回、東京都のほうも、こういった連絡会をここで２年やってきたところでもあ

りますけれども、この先、どういう連絡会、どうしていくんだというところではあり

ます、医ケア児について、どういう対応をしていくかという中では、東京都だけでな

くて、各自治体もそうですけれども、まずは、そういった医療、保健、福祉、また教

育の壁を取っ払って、関係者が集まって、情報公開しますよ、意見交換しますよとい

うところから始まりました。そういった中で２年間、やってきましたので、来年以

降、この連絡会をどうしていこうか。医療的ケア児の支援に動き出しているところで

もありますので、そういった中で、改めて、効果的に意見交換、情報交換するところ

もありますし、その上で、この会の中で、何か改めて検討して、また施策展開なんて

いうお話もありましたけれども、そういうこともどうしていくのか。最初、この連絡

会というのは、あくまでも情報交換が目的ということで立ち上げていますので、改め

て何か医療的ケア児に関する施策展開につなげようかとなると、この連絡会をその場

にするかというと、ちょっと違ってくる部分もあるかもしれないので、ご意見をいた

だきながら、その辺は一定の整理をしつつ、また効果的な実施に向けて進めていきた

い、検討していきたいと思います。 

  あと、各区市町村がそれぞれ連絡会を設置するように取り組んでいるわけですけれど

も、なかなか、設置が進んでいるところと設置がまだちょっと考えられない、考えて

いないというようなところもあります。そういった中で、状況も見ながら、当然、東

京都、区市町村それぞれの連絡会の中で、改めて、意見交換というか、各区市町村の

連絡会で出たような課題等を、東京都のほうも聞かせていただいたりとか、そういっ

たことも、この先、重要になってくるのかなと思います。来年すぐかというと、各自

治体の設置状況もありますので、できているところから、東京都としても確認してい
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きたい。また、各地域の意見等を東京都としても吸い上げた上で、東京都全体として

どうしていくか、また、施策展開につなげていくかというのも検討していきたいなと

いうふうに思っています。 

  あと、各地域において、まさしく資源が違ったりということもあったりするかと思い

ます、これから徐々にというところもあるとは思うんですけれども、大田区の酒井課

長からのお話もありましたが、まず協議の場をつくるということだとか、連携してい

くということで、まずは、区市町村の中で、そういった関係機関の連携が大事になり

ます。そういった中で、やはり自分たちのところの区市町村にいる医ケア児の方が、

先ほどのお話じゃないですけど、何人いて、それぞれ医ケア児の児童も症状も違いま

すので、どういう症状の医ケア児の方がいらっしゃって、どういうニーズがあって、

どのように支援していくのか。それぞれの適切な支援というものが、そういった中で

は、先ほど言った地域において支援ができる人、中心的役割果たすコーディネーター

がどのように支援していくかというところでもあります。そこを、まず機能していく

か、機能させるかどうかというところの努力をいただく、努力が必要になってくると

は思うんですけれども、また、その中で各区市町村ごとに、うちはこういう機能が弱

いよね、この子、こういう児童がいるのに、こういった機能をもうちょっと。そのと

きに例えば、自分のところだけじゃなくて、隣の区市町村だとか、圏域の区市町村間

において、連携というものが、広がってくるのかなというように思っていますので、

すぐにではないですけれど、段階的にやっていくことが必要なのかなと思っていま

す。 

  すみません、以上です。よろしいですかね。 

○冨田会長 どうも本当にすみません、ありがとうございました。急な対応していただい

て、どうも本当にありがとうございます。 

○大瀧委員 大丈夫です。 

○冨田会長 よろしいですか。 

  めっきり時間がなくなってしまったんですけれども。 

○大瀧委員 すみません。 

○冨田会長 いや、それは必要なことだったので。 

  吉澤委員、お話ししたいですよね。すみません。 

○吉澤委員 まずは２年間、この連絡会に参加させていただいたことが、私にとってはす

ごく実りあるものの一つでした。今年度から、くれよんでは医療的ケア児訪問看護の

推進モデル事業を受託させていただいておりまして、第１回目の連絡会を先日初めて

開催できたんですね。その中で大変だったのが、なかなか集客できないことでした。

モデル事業の対象エリアが北多摩北部医療圏５市ということで、５市を中心に各訪看

ステーション７０カ所あたりに連絡会のチラシをお配りしたんですけれども、全く連

絡が来なくて、やっぱり医療的ケア児に対する関心が余りないんだなというのを、感



 

 30 

じました。再度エリアを広げて職員総出で連絡をしたり、メールをしたりということ

で、ようやく集まったのが２０名ほどだったんです。集客するのがいかに大変なのか

ということを、身をもって実感しました。医療的ケア児に実際に関わっている人たち

の集まりがこの会議だと思うんですけれども、これから支援をしようとしている人た

ちだとか、支援にまだ関わっていない人たちをいかに集めて増やしていくのかという

のがすごく重要な課題にはなってくるのかなと思います。 

  3月開催した連絡会に、中野区のかみさぎキッズクリニックの大谷先生に来ていただ

いて、小児在宅医療の実際について、話していただいたんですけれども、その中で話

していたのも、小児の在宅診療医がいない。もう本当に不足していて、大谷先生はい

ろいろなところで講演されているけれども、増えていかない。そこがすごく課題だと

いうことで、訪問看護も訪問介護も一緒だと思うんですね。なので、医療的ケア児に

関わる支援者を集めることが大きな課題の一つなんだなということを改めて思ってお

りますので、新たに支援者になる方たちを拾い上げていく会になっていけばいいかな

と思っております。 

○冨田会長 どうもありがとうございました。 

  多分、広報とかに関しては、東京都で主催をしている養成研修とか医ケア児の支援者

の養成研修とか、ちょっとそういうような入り口の場みたいなところも、広報のほう

で使えればいいですよね、何かそういうときに。そういうような有用な内容に関して

は、公共的なという感じはします。 

  だから、そこら辺は、横のつながりがよくなればいいかなという感じは、広報に関し

ては、特にというふうな感じはします。 

  すみません、時間がなくなってしまって、ごめんなさい、お三方のほうで、ぜひとい

うことがあれば、ぜひ。 

  それじゃあ、すみません。 

  じゃあ、すみません。ちょっと最後でも構わないですか。高橋さんもお話ししたい、

いいですか。 

  すみません。 

○野村委員 羽村市の市のほうの代表で出させていただきました、野村と申します。 

  各皆様方の発表が、非常に私自身の勉強になったというところが正直なところです。

それで、やはり一番感じたのは区部と市部はかなり違いが大きくて、何をまずやった

らいいかというところも、やっぱり市は各市でやるのはちょっと小さいのかなという

感じもちょっと受けなくもなく、圏域とか、もうちょっと大きな範囲で考えていくこ

とも各市で考えることも必要ですけれども、もうちょっと大きな単位で考えていくよ

うなことも必要なのかなと思いました。 

  確かに今、予算の時期でいろいろと考えると、小さい市ですと、やはり、なかなか予

算がつきづらいですとか、必要な子どもの数がどれぐらいなんだろうというところが
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少なかったりすると、どうしても本当に申しわけないんですけども、ちょっと今すぐ

というような結論になかなかならないというのも、正直なところあるかなと思いま

す。ただ、やはり医ケア児のお子さんを目の前にすると、やはり動くというのも正直

なところで、やっているところを聞くと、経験をされているというところも、実際

上、多くありますので、そういう小さな積み重ねと、あとはネットワークをいかに築

くかというところを非常に大事にしなきゃいけないのと。やはり人材の部分が非常に

ないというところで、やりたくても、なかなかどうやっていこうかというような課題

もありますので、今後、どうしていこうかなというのがあります。 

  あと、区の事情と違うのは、もう一ついえば、保健所機能が、東京都に機能がござい

ます。市のほうは市のほうでというところがありますが、重心のお子さんですと、や

っぱり東京都の保健所さんと一緒に組んだりとかということもありますし、あと、在

宅の呼吸器の課題・問題のところも保健所さんと一緒にやっていくという部分もござ

いますので、そのあたりをちょっと東京都との連携なども今後考えつつ、あと、今

回、出会えた皆さん方にもちょっとお力をかりて、この医療的ケア児の現状を広める

ですとか、そういうところから、ちょっとどうにか始められないかなというふうに考

えました。 

  以上です。 

○冨田会長 どうもありがとうございます。 

  どうぞ。 

○田中委員 ちょっとよろしいですか、ここで、きょう欠席しています世田谷区の竹花委

員から、各委員からのコメントとして、どうしても区としてお話、報告してほしいと

いう話がありましたので、ここで報告させていただきます。 

  具体的な世田谷区の取組の話になりますが、３０年度の障害福祉サービスの報酬改定

があったところでございまして、特に医ケア児の通所施設に加算が設けられるなどの

報酬改定がありましたけれども、なかなか、それが世田谷区としては安定的な運営と

か新規参入につながりきれていないという状況があることから、世田谷区としては、

医療的ケア児が通う重症心身障害児の通所施設が６施設あるんですけれども、まだま

だ足りない状況、特に放課後等デイサービスが不足しているというようなこともあり

まして、世田谷区としては、区独自に新たな運営費補助制度を設けることとし、来年

度予算にも盛り込んだとのことです。 

  あと、特に東京都も今、人材育成研修というものを実施しているところであります

が、世田谷区としても、改めて区内の関係機関、関係職員等を対象に研修を計画して

いるとのことです。 

  あと、医療的ケアが必要な方の施策の実施や検討に取り組むために、平成３１年度か

ら区において、専門の課を新設したというご報告をいただいております。そこは、ま

た、次回でもどのような体制となったのか聞いてみたいと思います。以上です。 
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○冨田会長 すごい面白い報告を本当に、ここにはいらっしゃらないですけれど、竹花委

員、どうもありがとうございました。 

  それでは、すみません、時間が来てしまって、本当に申しわけないんですが、ちょっ

と次に進めさせていただきまして、時間が大幅に過ぎてしまって、申しわけないんで

すが、もう、ここはこうなったら時間は、ある程度、超過することはもうしようがな

いということで、進めさせていただきます。 

  すみません、情報提供につきまして、担当者からということでお願いいたします。 

  まずは、研修についてということで、白木さんのほうからお願いいたします。 

○白木課長代理 それでは、すみません、資料５に東京都医療的ケア児支援者育成研修と

コーディネーター研修関係資料がつづってあります。１枚めくっていただいて、１ペ

ージをごらんください。 

  そちらに実施状況がございます。以下のページは、具体的な研修案内と、それからプ

ログラムになりますので、参考までに、後ほどご覧いただければと思います。概況を

ご報告いたします。 

  こちらの１にあります平成３０年度の支援者育成研修のほうですね、これは目的にあ

りますけれども、地域での支援に関わる、幅広い関係機関の職員の方に医療的ケアが

必要な障害児についての基本的な理解をしていただいて、支援者となっていただこう

という研修になっています。受講した人数等は表にあるとおりでして、今年度は２回

実施し、第１回、第２回を合わせて２５２名の方が受講と、そういう状況になってい

ます。研修は、対象者は本当に幅広いんですけれども、行政の方から訪問看護師さ

ん、それから居宅介護、相談支援とか、小児の二次救急病院のワーカーさんとか、か

なり幅広い対象になっています。 

  あと、プログラムのほうは３ページにありますが、２日間の研修で、医療的ケア児を

支援する色々な現場からのご報告を主として組み立てているというのが特徴になって

います。受講者の声も１ページに抜粋してありますので、見ていただければと思いま

す。それぞれ、色々なお立場なので、当然、受けとめ方というのは異なるんですけれ

ども、医療的ケア児の支援に関する知識を総合的に把握することができたとか、あと

は、それぞれ支援上の配慮とか課題に気づいたとか、あるいは、まずは、やっぱり取

り組むことが大事かなというような、そういった感想などをいただいています。 

  次に、１ページの２にあります医療的ケア児のコーディネーター養成研修ですね。そ

れについてご覧ください。 

  目的は、先ほど、色々なお話の中にもありましたけれども、医療的ケア児の支援に関

して、総合調整していくコーディネーターを養成するということになっています。受

講状況は下にあるとおりで、この研修は講義が２日間、それに加えて、サービス計画

の作成などを行う演習を２日間という実施の枠が国から示されておりまして、講義

は、全員を対象に行ったんですけれども、演習というのは、グループワーク主体で進
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めるので、基本的に対応可能な人数にはやはり限界がありますので、対応可能な人数

を考慮して、２回に分けての実施ということで、今年度は１回のみの実施になってお

ります。講義と演習を欠席なく修了した方に修了証を発行という形で、今回、５２名

の方に発行しております。この研修は書いてありますけれども、都立小児総合医療セ

ンターに委託という形で、ご協力いただいた形で実施しております。受講者の声とし

ては、この抜粋にありますように、やはり演習、グループワークですので、グループ

ワークによってネットワークづくりにもなったというお声があったり、今後の地域で

の、やはりコーディネーターのつながり、それを持つことの強化にもつながるという

ようなお声もいただいております。 

  その他、すみません、詳細は後ほどご覧いただければということで、以上、研修のご

報告になります。 

  以上です。 

○冨田会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、次に、東京都の平成３１年度事業についてに移らせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○田中委員 それでは、資料６をご覧いただきたいと思います。 

  もう資料的には、よくご覧になっているところもあるかと思いますので、簡単に話を

していきたいと思います。 

  まず一つは、連携の促進ということで、もう先ほどお話ししました、この連絡会でご

ざいます。２９年度から始めていますけれども、さらに、また来年度も継続していき

たい。また、ちょっと先ほどお話もありましたので、どのように、この連絡会を継続

していくかというのは、こちらも検討の上、さらに効果的な会にしていきたい。ま

た、役割についても、検討した上で、また皆さんのご意見も伺いながら進めていきた

いと思っております。 

  次に、在宅支援の充実というところでございますけれども、これは、この事業につい

てもうご存じかと思います。全国重症心身障害児者を守る会に業務委託している事業

ですけれども、これまで重心児を対象にやってきました訪問事業、看護師による訪問

支援の実施の事業ですけれども、これを２９年度から医ケア児まで拡大といった形で

取り組んできております。そういった中で、医ケア児、新規の申し込みの中、医ケア

児については２９年度でいえば、約３割が医ケア児のケースでした。特に３０年度に

入ってから、まだ集計はしていないんですけれども見ていくと、医ケア児の割合とい

うものが、去年より大きく増えているかなという状況がございます。引き続き、実施

していきます。 

  次に、レスパイト事業ですけれども、これは区市町村が実施主体となりまして、東京

都の区市町村の包括補助事業でやっているものになります。これも、先ほど言ったと

おり、地域性というか、そういったところがございまして、今、実施している区市町
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村については２１区、区部については、ほとんど実施しているということもあります

けれども、市のほうは７市というような状況になってございます。市は市で先ほどお

話もありましたが、課題もあったり、なかなか難しさもあるんですけれど、一つに

は、医ケア児を支援できる訪問看護ステーションがなかなかないよというような、実

際、課題もあるようなので、それを、そういった課題もあるのを踏まえて、その下に

あります、医療的ケア児訪問看護推進モデル事業というものを、今年度からやってお

ります。これは、本連絡会の訪問看護ステーションくれよんの吉澤委員のところに、

東京都として、業務を委託して実施しているものでありますけれども、具体的には、

くれよんさんのこれまでの医ケア児の支援の実績から、地域の他の訪問看護ステーシ

ョンに対して医ケア児の対応、支援ができるようにするため、業務連絡会とか運営相

談だとか、そういったモデル事業を実施し、医ケア児を支援できる訪問看護ステーシ

ョンの拡大を図っていくというものでございます。 

  先ほど、当事業の実施に向けて、幅広いＰＲが必要とのことですけれども、協力しな

がら進めていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

  あと今、報告がありました医ケア児の支援者育成研修、またコーディネーター研修で

ございますけれども、まさしく、これから地域における医ケア児を具体的に支援して

いく支援者の育成、また、地域で支援の総合調整をするコーディネーターということ

で、これら要になっていく人材の育成であり引き続き来年もやっていくというところ

でございます。 

  改めて、３１年度、これを見ると、新規の事業がないのですが、今ある、この事業を

着実に推進していくということで考えてございます。 

  以上です。 

○冨田会長 どうもすみません、本当に時間がない中、担当課長、本当にありがとうござ

いました。 

  それでは、続きまして、その他の部分でということで。庁内の各関係部署からの情報

提供をいただければと思います。きょう出席していただいている教育庁様の和田主任

指導主事からお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○和田主任指導主事 東京都教育委員会の和田です。 

  「つなぐ、学ぶ。」というカラー刷りのプリントを本日、情報提供いたしました。こ

れは、リード文のところに書いてあるのですけれども、医療的ケアのお子様が近年増

えてきて、また、新たな新しいタイプの医療的ケアのお子さんも増えている中で、都

立特別支援学校全５７校で全児童・生徒約１万２，０００名のうち、約７００人ぐら

いが医療的ケアを受けておるわけですが、その医療的ケアの内容は多様化・複雑化し

ております。その中で、医療関係者との連携が不可欠ということでは、各校、各地区

においてそれぞれ連携はしているんですが、都教育委員会として、学校における医療

的ケアを医療関係者の方に広く情報提供したいということで、第１号を発行すること
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になりました。 

  公開の仕方としては、ホームページに載せるなどして、広く皆さんに見ていただきた

いのですが、今年度、新たな取組をピックアップして掲載しております。紙面の中央

に一番大きく掲載しているのが、医療的ケアの子供たちのための専用通学車両です。

文章のところにも書いてあるのですが、２月現在、６８名の生徒がこれを活用してお

ります。ただ、医療的ケアがあって、スクールバスに乗れない対象とするお子さんた

ちは約１７０名ぐらいおりますから、さらに事業を推進していく必要があります。実

際には看護師が足りないというところがあるのですが、引き続き対象とするお子さん

を全て乗せられるように頑張っていきます。それから、紙面の右のほうに目を向けて

いただきますと、学校医・指導医連絡会を夏季にやりました。２９名のお医者様に集

まっていただいて、それぞれ学校の指導医、主治医との関係とか、専用通学車両のこ

となど、なかなか学校に来たことのないお医者様もいらっしゃるので、学校の取組に

ついて連絡会をやりました。 

  また、紙面の一番下のところですが、八王子東特別支援学校において、実際に学校で

施設も見ていただきながら、校長先生の話も聞いていただきながら、都立特別支援学

校における医療的ケアを広く知っていただくというセミナーをしました。今後、これ

は八王子東ですから、西部地区でしたが、今後、中部地区とか東部地区で、来年度以

降行っていく計画としております。これらの取組をとおして、都立特別支援学校で学

ぶ子どもたちの医療的ケアにおいては、医療の関係者の方々の助けがなければ、やっ

ぱり成り立ちませんので、広くこのような取組を紹介していきながら、都立特別支援

学校で学ぶ子どもたちの医療的ケアをさらに充実、しかも安全に実施できるような体

制をつくっていこうと思っております。本日はその取組の一つを紹介いたしました。 

○冨田会長 どうも本当に大変すばらしいご報告ありがとうございました。 

  次に、福祉保健局少子社会対策部保育支援課より武嶋課長代理、よろしくお願いいた

します。 

○武嶋課長代理 私のほうからは、東京都の保育支援課で新たに予算要求をした事業につ

いて、説明をしたいと思います。 

  本日、保育支援課長の柳橋が出席する予定でしたが、業務の都合により、私、武嶋の

ほうから説明のほうをさせていただきます。 

  資料としましては、医療的ケア児保育支援モデル事業という１枚ものの資料になりま

す。本事業については、国のモデル事業でございまして、この事業については、平成

２９年度から国のほうで開始している事業でございます。東京都は２９年度、３０年

度について、予算化をしておりませんで、執行の中で事業を実施していたんですけれ

ども、３１年度については事業化ということで、予算要求をしております。今まで執

行でやっていた関係上、余り働きかけというのがなかなかできなかったんですけれど

も、３１年度以降については、各区市町村に対して積極的な活用をちょっと働きかけ
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ていきたいなと考えております。 

  実績としましては、２９年度、３０年度、福生市のほうでやっておりまして、どうい

った内容かといいますと、保育所については、看護師の方がいらっしゃる場合も多い

んですけれども、看護師の方がやはりお休みをとったりということがありますので、

そういった場合に訪問看護ステーションの方が応援に入るといった内容の事業になっ

ております。 

  本日の資料のほうで準備はしておりませんが、私ども、東京都で平成２９年度から、

東京都独自として医療的ケア児支援事業というものを実施しております。それについ

ても、３１年度、引き続き予算要求をしておりますので、本モデル事業と合わせまし

て、各区市町村に対して、積極的な活用を今後も進めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○冨田会長 どうもありがとうございました。大変貴重なご報告ありがとうございまし

た。 

  それと、ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  どうぞ。違いますか。 

  それでは、以上で、本日予定されていた内容は終了いたします。本当、この２年間、

きょうもそうですけれども、私の力不足でたびたび時間が超過しましたり、あと、プ

ログラムのほうで、若干混乱があったりとかすることがあって、本当に申しわけござ

いませんでした。 

  しかし、まず、この２年間、初めのとき、東京都の連携会議として始まってというこ

とで、非常に大きく動きがあったと思いますので、次の今後の来年度以降、いかに、

よりよいものにしていくか、あと地域との連携を図っていくかということが、非常に

今後の課題になるかなというふうに思っております。 

  それでは、きょうは、まず、ご報告のお二人、本当に改めてありがとうございまし

た。そして、委員の先生方は大変忙しい中、いつもお集まりくださりまして、本当

に、この２年間ありがとうございました。 

  それでは、どうでしょうか、お渡ししてもよろしいでしょうか。 

○田中委員 冨田会長、どうもありがとうございました。 

  本日の予定は、これで全て終了いたしました。 

  ご報告いただきました大田区、酒井課長、また、瀬委員のお二人には本当にありがと

うございました。また、各委員の皆様についても、貴重なご意見等をいただきまし

て、本当にありがとうございました。 

  ただいま会長のお話にもありましたけれども、昨年度から始まりましたこの会議でご

ざいますけれども、これまでいろいろ委員の皆様からご意見をいただきながら、庁内

の関連する部署の参加も得ながら、庁内の連携の促進の一助となるように努めてまい

りました。来年度も、引き続き、この会議を継続していきたいと考えております。こ
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の中で、きょう皆様からいただいたご意見もありますので、そういったことを検討す

べきことは検討しながらも、これまで以上に連携を深めていくような形で、会議体の

ほうをよりよい体制ができるようにということで検討してまいりますので、引き続き

よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、これで閉会となります。本日は、まことにありがとうございました。 

（午後 ８時５０分 閉会） 


